
令和８年度 第３回 介護保険事業者連絡会次第 

 

令和８年６月18日（木） 16時00分～ 

於：飯田文化会館 １階展示室 

 

１ 開会 

 

 

２ 連絡・報告事項等 

(1) 特別養護老人ホーム第二飯田荘及びいいだデイサービスセンターの業務終了について（長寿支援

課） 

 

(2) 飯田市認知症高齢者等身元確認ＱＲコードシール活用事業導入説明会について（基幹包括支援セ

ンター係） 

 

(3) 介護予防・日常生活支援総合サービスコードについて（基幹包括支援センター係） 

 

(4) 令和７年度介護職員等処遇改善加算等実績報告について（介護保険係） 

 

(5) やむをえない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いに関する届出について（介護保険係） 

 

(6) 介護保険料通知の発送について（介護保険係） 

 

(7) 令和８年８月末で認定期間が終了する方の更新申請受付について（介護認定支援係） 

 

(8) 【長野県】外国人介護人材獲得強化事業補助金の実施について 

 

(9) 【厚生労働省】令和８年度介護事業実態調査（介護従事者処遇状況等調査）へのご協力依頼につ

いて 

 

(10) 【厚生労働省】令和８年度 介護現場の生産性向上に関する普及加速化事業一式生産性向上ビギ

ナーセミナー・フォローアップセミナー 

 

３ 事業者からのおしらせ 

 

 

４ その他 

 

 

５ 閉会 

 

 



◆次回以降の連絡会：  

○令和８年７月 開催中止 

 

○令和８年８月 1９日（水） 飯田文化会館 １階 展示室 

午後４時～ 



 

１ 特別養護老人ホーム第二飯田荘及びいいだデイサービスセンターの業務終了について

（長寿支援課） 

 

飯田市で管理運営しております、特別養護老人ホーム第二飯田荘及びいいだデイサービスセン

ターについて、令和９年３月を目途に業務を終了する方針を決定しました。利用者様が引き続き

安心してサービスが受けられますよう、移動先の施設についてご家族様含め調整をしてまいりま

す。関係する事業者様、ケアマネージャー様におかれましては、ご協力をお願いすることと存じ

ますが、よろしくお願いします。 

 

【問合せ先】 

飯田市 福祉部 長寿支援課 長寿支援係 

電話：0265-22-4511（内線 5751） 

 

２ 飯田市認知症高齢者等身元確認ＱＲコードシール活用事業導入説明会について（基幹

包括支援センター係） 

 

  認知症高齢者等の行方不明時に備え、衣服や持ち物に QR コード付き身元確認ＱＲコードシー

ル「見守りシール」を貼り付け、行方不明になった際に、発見者が QRコードを読み込むと、家族

等とウェブ上の掲示板で直接連絡が取れる事業を開始します。個人情報を開示することなく、認

知症高齢者等の早期保護と安全確保をするとともに家族の負担軽減を目的として実施します。 

本事業の関係者を対象とした導入説明会を行いますので、居宅介護支援事業所及び地域包括支

援センターの皆様におかれましては、代表者の方に出席をいただけますようお願いします。 

 

(1) 日時 

  令和８年７月２日（木） 午後 1３時～13時 50分（50分程度） 

 

(2) 場所 

  飯田市勤労者福祉センター ３階第３研修室 

  （住所：飯田市東栄町 3108番地 1 電話：0265-22-7494） 

 

(3) 内容 

 ・事業全体の概要説明 

・「どこシル伝言板」のシステム説明 

・申請様式等の紹介 

  ・質疑応答 

 

(4) 持ち物 

  各自お持ちのスマートフォン 

  実際にＱＲコードシールを読み取っていただく時間を設けます。 

    

  ※本内容は、6月 8日付で送付しておりますメールと内容と同様です。 

 

【問合せ先】 

飯田市 福祉部 長寿支援課 基幹包括支援センター係 

電話：0265-22-4511（内線 5758） 
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３ 介護予防・日常生活支援総合サービスコードについて（基幹包括支援センター係） 

 

令和８年度６月サービス分からのサービスコードマスタの変更について、マスタの取込期間に

ついての変更及び介護予防ケアマネジメントについて一部変更がありましたのでお知らせします。 

マスタの取込は 7月 1日以降、長野県国保連合会への登録完了次第、市ウェブサイトへ掲載し

ます。 

ウェブサイト ID：0100275 

 

【別紙１】令和８年度介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタについて 

 

【問合せ先】 

飯田市 福祉部 長寿支援課 基幹包括支援センター係 

電話：0265-22-4511（内線 5758） 

 

 

４ 令和７年度介護職員等処遇改善加算等実績報告について（介護保険係） 

 

＜以下は、現時点の予定情報です。確定情報が発出され次第、後日改めて周知します。＞ 

 

(1) 提出対象者 

飯田市が指定する地域密着型サービス事業所、介護予防・日常生活支援総合事業の事業所

及び基準該当サービスの事業所であって、令和７年度において、処遇改善加算を取得した事

業所を運営する事業者 

※長野県が指定する事業所を運営する事業者は、県への提出が必要です。詳細は後日示さ

れる見込みです。 

 

(2) 提出書類（予定） 

・別紙様式３－１ 介護職員等処遇改善加算実績報告書（令和７年度） 

・別紙様式３－２ 個表（令和７年４月以降分） 

 

(3) 提出部数 

１部 

 

(4) 提出期限（予定） 

令和８年７月 31日（金）必着 

 

(5) 提出先 

飯田市 福祉部 長寿支援課 介護保険係 

※県指定の事業所に係る提出は、飯田保健福祉事務所の見込みです。 

 

(6) 様式について 

様式は、後日飯田市ウェブサイトに掲載の予定です。 

 

【問合せ先】 

飯田市 福祉部 長寿支援課 介護保険係 
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電話：0265-22-4511（内線 5761） 

 

５ やむをえない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いに関する届出について（介

護保険係） 

 

【別紙２－１】介護保険最新情報 vol.1502 （令和８年５月８日） （抜粋） 

【別紙２－２】（参考資料）人員基準欠如減算 

【別紙２－３】やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書 

 

今般、国の基準が一部改正され、やむを得ない事情における人員欠如に係る例外的な取扱い

が設けられました。 

取扱いに該当する事象（介護保険最新情報に掲載）が生じた場合は、以下のとおり届出書等

の提出をお願いします。 

なお、本取扱いは、突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じた場合に限り

ますので、適正な人員配置をお願いします。 

 

(1) 対象サービス種別 

①県が指定するサービス種別 

通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、 

特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 

②市が指定するサービス種別 

地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、 

認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

 

(2) 提出書類 

①やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書 

・県指定通所系サービス：様式番号が７（様式番号以外の内容は全て同様） 

・県指定施設系サービス：様式番号が 14（ 〃 ） 

・市指定サービス用  ：様式番号が 11（ 〃 ） 

※飯田市に提出する様式は、後日飯田市ウェブサイトに掲載の予定です。 

②提出する時点で有効な求人票の写し 

③人員欠如が発生した月の勤務形態一覧表 

 

(3) 提出先 

①県指定事業所 

事業所が所在する市町村を管轄する保健福祉事務所 

②市指定事業所 

飯田市 長寿支援課 介護保険係 

 

(4) 提出方法 

郵送又はメールによる 

 

(5) 提出期限 

人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月末日まで 
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(6) その他 

基準等の改正の詳細は、厚生労働省ウェブサイト等に掲載されている「介護保険最新情報 

vol.1502 （令和８年５月８日）」を参照してください。 

 

【問合せ先】 

＜県指定事業所から＞ 

長野県 健康福祉部 介護支援課 サービス係 

電話 026-235-7121 

＜飯田市指定事業所から＞ 

飯田市 福祉部 長寿支援課 介護保険係 

電話：0265-22-4511（内線 5761） 

 

６ 介護保険料通知の発送について（介護保険係） 

 

(1) 令和８年度 介護保険料特別徴収額（仮徴収）変更通知書 

※年金天引き額のうち、８月の徴収額を変更する通知 

・対象者数：約 10,000人 

・発送日 ：令和８年７月 10日（金） 

 

(2) 令和８年度 介護保険料納入通知書 

※現金納付・口座振替の８月から翌年３月分通知書（現金納付者には納付書を同封） 

・対象者数：約 2,500人 

・発送日 ：令和８年８月３日（月）予定 

 

(3) 令和８年度 介護保険料額決定通知書 

※仮徴収期間で今年度の介護保険料の必要納付額に到達した方への決定通知 

・対象者数：約 700 人 

・発送日 ：令和８年８月３日（月）予定 

 

(4) 令和８年度 介護保険料特別徴収開始通知書 

※年金天引き開始兼継続の 10月から翌年度８月分徴収額通知書 

・対象者数：約 30,000人 

・発送日 ：令和８年８月 21日（金）予定 

 

【問合せ先】 

飯田市 福祉部 長寿支援課 介護保険係 

電話：0265-22-4511（内線 5762） 

 

７ 令和８年８月末で認定期間が終了する方の更新申請受付について（介護認定支援係） 

 

要介護認定の更新申請は、有効期間満了日の 60日前から満了日の間に行うことができます。有効期

間が令和８年８月 31日の方の更新申請は、７月２日（木）から受付可能です。 

７月１日付けの新規及び区分変更申請は７月１日（水）のみの申請受付となります。 

受付初日から月の始めは窓口での混雑が予想されます。新規及び変更申請等早急な申請の場合につ
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いて窓口での手続きを優先いただき、申請期間に余裕がある更新申請については、「郵送で申請する」

「提出日を分散して申請する」等の手続きにご協力ください 

 

【問合せ先】 

飯田市 福祉部 長寿支援課 介護認定支援係 

電話：0265-22-4511（内線 5768） 

 

８ 【長野県】外国人介護人材獲得強化事業補助金の実施について 

 

長野県では、外国人介護人材を確保する観点から、海外現地での人材確保に資する取組に対す

る経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。 

 

  海外現地に行き、以下のような人材確保に資する取組を行う場合が対象です。 

(1) 送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集 

(2) 海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化 

(3) 海外現地での説明会開催等の採用・広報活動 

 

 要綱やＱ＆Ａ、様式等はホームページに掲載しておりますので、ご確認の上ご検討願います。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/jinzai/gaikokujinzai_kakutokukyoka.html 

 

本事業の実施を希望する場合は、【７月 27日（月）】までに、①鑑文、②事業計画書（様式第 2

号）、③添付書類（経費の積算根拠となる資料、その他参考となる書類）を護支援課あてにメール

提出してください。 

 

先着順ではなく、より海外現地での人材確保に資する取組と認められる内容を採択します。ま

た、海外現地での取組を初めて行う法人を優先とします。 

なお、内示の時期は９月中旬を予定していますのであらかじめご承知おきください。 

 

【問合せ先】 

長野県 介護支援課 介護人材係 

電話：026-235-7129（内線 2437） 

 

９ 【厚生労働省】令和８年度介護事業実態調査（介護従事者処遇状況等調査）へのご協

力依頼について 

 

【別紙３】介護保険最新情報 vol.1507 （令和８年６月１日） 

 

【問合せ先】 

厚生労働省老健局老人保健課 

電話：03-5253-1111（内線 3960） 

 

10 【厚生労働省】令和８年度 介護現場の生産性向上に関する普及加速化事業一式生産性

向上ビギナーセミナー・フォローアップセミナー 

 

【別紙４】介護保険最新情報 vol.1510 （令和８年６月５日） （抜粋） 
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【問合せ先】 

株式会社 NTT データ経営研究所 ライフバリュークリエイションユニット 

問合せフォーム：資料掲載の二次元バーコードにて 

電話：03-6261-7534 

- 6 -



【別紙１】 
令和８年６月 18 日 

介護保険関係事業所 御中 

飯田市長寿支援課 

 

令和８年度介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタについて 

 

令和８年度介護報酬改定による介護職員等処遇改善加算の創設及び対象事業者拡大に伴い、令和

８年６月サービス分からサービスコードマスタが変更となりますので、お知らせします。 

５月事業者連絡会以降、マスタの取込期間の変更及び介護予防ケアマネジメントについてサービ

スコードが一部変更となっておりますので、ご確認いただけますようお願いします。 

 

記 

１ マスタ取込スケジュール 

  ５月事業者連絡会での日程から変更となっております。 

 

  ６月 26日(金)～ 30日(火)   市 長野県国保連合会への登録（※国保連合会からの指示） 

  ７月 01日(水)～ 09日(木)   市 長野県国保連での登録完了報告を受け次第、 

                   飯田市ウェブサイトへサービスコードマスタを掲載 

                   メールにて登録完了通知を送付 

  事業所の皆様 ７月１日以降、掲載されたサービスコードマスタの取り込みをお願いします。 

 

  飯田市ホームページ ID：0100275 

 

   

２ 内容 

(1) Ａ２：訪問型サービス費（独自）及びＡ６：通所型サービス費（独自） 

 

５月事業者連絡会の内容から変更なし 

 

(2) ＡＦ：介護予防ケアマネジメント 

基本報酬の単位数と介護職員等処遇改善加算に相当する単位数を単一サービスコードにより

設定する。 

 

ア 介護職員等処遇改善加算届出あり  ※５月事業者連絡会から変更なし 

費用コードの名称 算定項目 単位数 
算定 

単位 

サービス

コード 

介護予防ケアマネジメ

ントＡ 処遇改善加算 

介護予防ケ

アマネジメ

ント費 

 

事業対象者 

要支援 1・2 

 

 
451 2111 

高齢者虐待防止措置未実施減算 

            4単位減算 
447 2121 

介護予防ケアマネジメ

ント B 処遇改善加算 

 
150 2113 

高齢者虐待防止措置未実施減算 

            1単位減算 
149 2123 

介護予防ケアマネジメ

ント C 処遇改善加算 

 
102 2115 

高齢者虐待防止措置未実施減算 

            1単位減算 
101 2125 

介護予防ケアマネジメント 

初回加算・処遇改善加算 

ロ 初回加算           300 単位加算 

介護職員等処遇改善加算  ６単位加算 
306 4001 

介護予防ケアマネジメント 

委託連携加算・処遇改善加算 

ハ 委託連携加算   300 単位加算 

介護職員等処遇改善加算 ６単位加算 
306 5001 

 

 裏面あり 
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イ 介護職員等処遇改善加算届出なし  ※追加変更部分  

費用コードの名称 算定項目 単位数 
算定 

単位 

サービス

コード 

介護予防ケアマネジメ

ントＡ 

介護予防ケア

マネジメント

費 

 

事業対象者 

要支援 1・2 

 

 
442 2112 

高齢者虐待防止措置未実施減算 

                  4 単位減算 
438 2122 

介護予防ケアマネジメ

ント B 

 
147 2117 

高齢者虐待防止措置未実施減算 

                  1 単位減算 
146 2127 

介護予防ケアマネジメ

ント C 

 
100 2116 

高齢者虐待防止措置未実施減算 

                  1 単位減算 
99 2126 

介護予防ケアマネジメント初回加算 ロ 初回加算           300 単位加算 
300 4002 

介護予防ケアマネジメント委託連携加算 ハ 委託連携加算         300 単位加算 
300 5002 

 

３ その他 

  ご不明な点等ありましたら、ご連絡ください。 

 

（お問い合わせ） 

飯田市長寿支援課 基幹包括支援センター係（Ａ11 窓口）担当 熊谷 

〒395-8501 飯田市大久保町 2534番地  

TEL：0265－22－4511（内線 5758） 
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介 護 保 険 最 新 情 報 

 

 

 

 

Vol.1５０２ 

令和８年５月８日 

厚 生 労 働 省 老 健 局  

高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 

 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 

各指定都市介護保険担当課（室）   御 中 
← 厚生労働省老健局 高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 

今回の内容 

「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 

（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る

部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する 

基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正に 

ついて」及び当該通知の発出に伴うＱ＆Ａの発出について 

計２８枚（本紙を除く） 

連絡先   

T E L  : 03-5253-1111(内線 3949、3989) 

F A X  :  03-3595-4010 
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ic1632
テキスト ボックス
地域密着型サービスに係る改正部分及び、Ｑ＆Ａ部分のみ抜粋

ic1632
テキスト ボックス
【別紙２－１】



1
 

○
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に

関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
（
平
成

18
年

3月
31
日
老
計
発

03
31
00
5・

老
振
発

0
3
31
0
0
5・

老
老
発

0
3
3
1
0
18
 
厚
生
労
働
省

老
健
局
計
画
・
振
興
・
老
人
保
健
課
長
連
名
通
知
）
 

新
 

旧
 

 
 

第
一
 
（
略
）
 

第
二
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
関
す
る
事
項
 

１
 
通
則
 

⑴
～
⑺
 
（
略
）
 

第
一
 
（
略
）
 

第
二
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
関
す
る
事
項
 

１
 
通
則
 

⑴
～
⑺
 
（
略
）
 

⑻
 
人
員
基
準
欠
如
に
該
当
す
る
場
合
等
の
所
定
単
位
数
の
算
定
に
つ
い

て
 

⑻
 
人
員
基
準
欠
如
に
該
当
す
る
場
合
等
の
所
定
単
位
数
の
算
定
に
つ
い

て
 

①
～
③
 
（
略
）
 

①
～
③
 
（
略
）
 

④
 
看
護
・
介
護
職
員
以
外
の
人
員
基
準
欠
如
に
つ
い
て
は
、
そ
の
翌
々

月
か
ら
人
員
基
準
欠
如
が
解
消
さ
れ
る
に
至
っ
た
月
ま
で
、
利
用
者

等
の
全
員
に
つ
い
て
所
定
単
位
数
が
通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
に

規
定
す
る
算
定
方
法
に
従
っ
て
減
算
さ
れ
る
（
た
だ
し
、
翌
月
の
末

日
に
お
い
て
人
員
基
準
を
満
た
す
に
至
っ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
。

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
並
び
に
看
護
小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
事
業
所
に
お
け
る
介
護
支
援
専
門
員
及
び
サ
テ
ラ
イ
ト
型

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
並
び
に
サ
テ
ラ
イ
ト
型
看
護
小

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
お
け
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
基
準
第

63
条
第

12
項
に
規
定
す
る
研
修
修
了
者
並
び
に
認
知

症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
に
お
け
る
計
画
作
成
担
当
者
が
必

要
な
研
修
を
修
了
し
て
い
な
い
場
合
及
び
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活

介
護
事
業
所
（
サ
テ
ラ
イ
ト
型
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業

所
を
除
く
。）

に
お
け
る
計
画
作
成
担
当
者
の
う
ち
、
介
護
支
援
専
門

員
を
配
置
し
て
い
な
い
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
取
扱
い
と
す
る
。

た
だ
し
、
都
道
府
県
（
指
定
都
市
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

に
お
け
る

研
修
の
開
催
状
況
を
踏
ま
え
、
研
修
を
修
了
し
た
職
員
の
離
職
等
に

④
 
看
護
・
介
護
職
員
以
外
の
人
員
基
準
欠
如
に
つ
い
て
は
、
そ
の
翌
々

月
か
ら
人
員
基
準
欠
如
が
解
消
さ
れ
る
に
至
っ
た
月
ま
で
、
利
用
者

等
の
全
員
に
つ
い
て
所
定
単
位
数
が
通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
に

規
定
す
る
算
定
方
法
に
従
っ
て
減
算
さ
れ
る
（
た
だ
し
、
翌
月
の
末

日
に
お
い
て
人
員
基
準
を
満
た
す
に
至
っ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
。

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
並
び
に
看
護
小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
事
業
所
に
お
け
る
介
護
支
援
専
門
員
及
び
サ
テ
ラ
イ
ト
型

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
並
び
に
サ
テ
ラ
イ
ト
型
看
護
小

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
お
け
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
基
準
第

63
条
第

12
項
に
規
定
す
る
研
修
修
了
者
並
び
に
認
知

症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
に
お
け
る
計
画
作
成
担
当
者
が
必

要
な
研
修
を
修
了
し
て
い
な
い
場
合
及
び
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活

介
護
事
業
所
（
サ
テ
ラ
イ
ト
型
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業

所
を
除
く
。）

に
お
け
る
計
画
作
成
担
当
者
の
う
ち
、
介
護
支
援
専
門

員
を
配
置
し
て
い
な
い
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
取
扱
い
と
す
る
。

た
だ
し
、
都
道
府
県
（
指
定
都
市
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

に
お
け
る

研
修
の
開
催
状
況
を
踏
ま
え
、
研
修
を
修
了
し
た
職
員
の
離
職
等
に

別
紙
４
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2
 

 

よ
り
人
員
基
準
欠
如
と
な
っ
た
場
合
に
、
市
町
村
か
ら
の
推
薦
を
受

け
て
都
道
府
県
に
研
修
の
申
込
を
行
い
、
研
修
を
修
了
す
る
こ
と
が

確
実
に
見
込
ま
れ
る
職
員
（
以
下
こ
の
④
に
お
い
て
「
研
修
未
修
了

職
員
」
と
い
う
。
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
及
び
看
護
小

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
介
護
支
援
専
門
員

を
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
計
画
作
成

担
当
者
を
指
す
。）

を
新
た
に
配
置
し
た
場
合
は
、
当
該
配
置
の
翌
月

か
ら
、
当
該
研
修
未
修
了
職
員
が
研
修
を
修
了
す
る
ま
で
の
間
は
減

算
対
象
と
し
な
い
取
扱
い
と
す
る
。
な
お
、
当
該
研
修
未
修
了
職
員

が
研
修
を
修
了
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
通
常
の
減
算
の
算
定
方
法
に

従
っ
て
、
人
員
基
準
欠
如
が
発
生
し
た
翌
々
月
（
⑤
が
適
用
さ
れ
て

い
る
場
合
は
人
員
欠
如
が
発
生
し
た
月
か
ら
起
算
し
て
第
四
月
目
に

当
た
る
月
）
に
遡
っ
て
減
算
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
研

修
未
修
了
職
員
が
研
修
を
修
了
し
な
か
っ
た
理
由
が
、
当
該
研
修
未

修
了
職
員
の
急
な
離
職
等
、
事
業
所
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
以
外
の

や
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
、
当
該
離
職
等
の
翌
々
月
ま
で
に
、

研
修
未
修
了
職
員
を
新
た
に
配
置
し
た
と
き
は
、
当
該
配
置
を
行
っ

た
月
か
ら
、
当
該
研
修
未
修
了
職
員
が
研
修
を
修
了
す
る
ま
で
の
間

は
、
引
き
続
き
減
算
対
象
と
し
な
い
取
扱
い
と
す
る
こ
と
で
差
し
支

え
な
い
。
 

よ
り
人
員
基
準
欠
如
と
な
っ
た
場
合
に
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
事
業
所
及
び
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て

は
介
護
支
援
専
門
員
を
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
に

あ
っ
て
は
計
画
作
成
担
当
者
を
新
た
に
配
置
し
、
か
つ
、
市
町
村
か

ら
の
推
薦
を
受
け
て
都
道
府
県
に
研
修
の
申
込
を
行
い
、
当
該
介
護

支
援
専
門
員
又
は
当
該
計
画
作
成
担
当
者
が
研
修
を
修
了
す
る
こ
と

が
確
実
に
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
当
該
研
修
を
修
了
す
る
ま
で
の
間

は
減
算
対
象
と
し
な
い
取
扱
い
と
す
る
。
な
お
、
当
該
介
護
支
援
専

門
員
又
は
当
該
計
画
作
成
担
当
者
が
受
講
予
定
の
研
修
を
修
了
し
な

か
っ
た
場
合
は
、
通
常
の
減
算
の
算
定
方
法
に
従
っ
て
、
人
員
基
準

欠
如
が
発
生
し
た
翌
々
月
か
ら
減
算
を
行
う
こ
と
と
す
る
が
、
当
該

介
護
支
援
専
門
員
等
が
研
修
を
修
了
し
な
か
っ
た
理
由
が
、
当
該
介

護
支
援
専
門
員
等
の
急
な
離
職
等
、
事
業
所
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由

以
外
の
や
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
離
職
等

の
翌
々
月
ま
で
に
、
研
修
を
修
了
す
る
こ
と
が
確
実
に
見
込
ま
れ
る

介
護
支
援
専
門
員
等
を
新
た
に
配
置
し
た
と
き
は
、
当
該
研
修
を
修

了
す
る
ま
で
の
間
は
減
算
対
象
と
し
な
い
取
扱
い
と
す
る
こ
と
も
差

し
支
え
な
い
。
 

⑤
 
突
発
的
で
想
定
が
困
難
な
事
象
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
事
情
が
生

じ
、
人
員
基
準
上
必
要
と
さ
れ
る
員
数
を
下
回
っ
た
場
合
（
③
ロ
及

び
④
の
場
合
に
限
る
。）

で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
全
て
に

該
当
す
る
と
き
は
、
③
及
び
④
前
段
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
１
年

に
１
回
に
限
り
、
人
員
欠
如
の
発
生
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の

翌
々
月
ま
で
の
間
、
通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
に
規
定
す
る
算
定

方
法
に
基
づ
く
減
算
の
適
用
を
猶
予
す
る
。
 

 
 
こ
の
場
合
、
職
員
の
確
保
に
係
る
取
組
及
び
一
時
的
に
職
員
を
確

保
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
で
あ
る
こ
と
を
別
紙
様
式

11
に

記
載
し
、
人
員
欠
如
の
発
生
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
ま
で

（
新
設
）
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に
速
や
か
に
市
町
村
長
に
報
告
す
る
こ
と
。
な
お
、
別
紙
様
式

11
に

は
、
報
告
す
る
時
点
で
有
効
な
求
人
票
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と
。
 

イ
 
職
業
安
定
法
（
昭
和

22
年
法
律
第

14
1
号
）
第
８
条
に
定
め
る

公
共
職
業
安
定
所
（
以
下
単
に
「
公
共
職
業
安
定
所
」
と
い
う
。）

又
は
都
道
府
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
、
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
等
の
同

法
第

33
条
に
定
め
る
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
（
以
下
単
に
「
無
料

職
業
紹
介
事
業
」
と
い
う
。）

を
活
用
し
て
職
員
の
確
保
に
係
る
取

組
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
生
じ
て

い
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
職
員
の
求
人
を
行
う
場
合
に
は
、
公

共
職
業
安
定
所
又
は
無
料
職
業
紹
介
事
業
の
活
用
等
の
職
員
の
確

保
に
係
る
取
組
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

ロ
 
職
員
の
確
保
に
係
る
取
組
に
当
た
っ
て
民
間
職
業
紹
介
事
業
者

を
利
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
医
療
・
介
護
・
保
育
分
野
に
お
け

る
適
正
な
有
料
職
業
紹
介
事
業
者
認
定
制
度
に
よ
る
適
正
認
定
事

業
者
を
含
む
こ
と
。
 

ハ
 
公
共
職
業
安
定
所
、
無
料
職
業
紹
介
事
業
等
を
活
用
し
て
職
員

の
確
保
に
係
る
取
組
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
事

業
所
又
は
施
設
が
自
ら
採
用
情
報
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公
表
す
る

等
、
職
員
の
確
保
に
係
る
取
組
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
こ
と
が

望
ま
し
い
。
 

ニ
 
や
む
を
得
な
い
事
情
が
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
一
時
的
に
職

員
の
確
保
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
り
、
一
部
の
職
員
へ
過
度
な
業

務
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
、
当
該
事
業
所
又
は
施
設
は
職
員
の
適

正
な
労
働
時
間
管
理
を
行
い
、
体
制
の
整
備
を
図
る
よ
う
努
め
る

こ
と
。
 

⑥
・
⑦
 
（
略
）
 

⑤
・
⑥
 
（
略
）
 

⑼
～
⒁
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

⑼
～
⒁
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

３
の
２
 
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
 

⑴
～

(24
) 

（
略
）
 

３
の
２
 
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
 

⑴
～

(2
4) 

（
略
）
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4
 

 

(25
) 

人
員
基
準
欠
如
に
該
当
す
る
場
合
の
所
定
単
位
数
の
算
定
に
つ
い
て
 

(2
5) 

人
員
基
準
欠
如
に
該
当
す
る
場
合
の
所
定
単
位
数
の
算
定
に
つ
い
て
 

①
 
（
略
）
 

①
 
（
略
）
 

②
 
人
員
基
準
欠
如
に
つ
い
て
の
具
体
的
取
扱
い
は
次
の
と
お
り
と
す

る
。
 

②
 
人
員
基
準
欠
如
に
つ
い
て
の
具
体
的
取
扱
い
は
次
の
と
お
り
と
す

る
。
 

イ
～
ニ
 
（
略
）
 

 

ホ
 
突
発
的
で
想
定
が
困
難
な
事
象
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
事
情
が

生
じ
、
人
員
基
準
上
必
要
と
さ
れ
る
員
数
か
ら
１
割
の
範
囲
内
で

減
少
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の

a
か
ら

d
ま
で
の
全
て
に
該
当

す
る
と
き
は
、
ニ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
１
年
に
１
回
に
限
り
、

人
員
欠
如
の
発
生
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
々
月
ま
で
の

間
、
通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
基
づ

く
減
算
の
適
用
を
猶
予
す
る
。

 

 
 
こ
の
場
合
、
職
員
の
確
保
に
係
る
取
組
及
び
一
時
的
に
職
員
を

確
保
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
で
あ
る
こ
と
を
別
紙
様
式

11

に
記
載
し
、
人
員
欠
如
の
発
生
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月

ま
で
に
速
や
か
に
市
町
村
長
に
報
告
す
る
こ
と
。
な
お
、
別
紙
様

式
11

に
は
、
報
告
す
る
時
点
で
有
効
な
求
人
票
の
写
し
を
添
付
す

る
こ
と
。
 

ａ
 
公
共
職
業
安
定
所
又
は
無
料
職
業
紹
介
事
業
を
活
用
し
て
職

員
の
確
保
に
係
る
取
組
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。
な
お
、
や
む
を

得
な
い
事
情
が
生
じ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
職
員
の
求

人
を
行
う
場
合
に
は
、
公
共
職
業
安
定
所
又
は
無
料
職
業
紹
介

事
業
の
活
用
等
の
職
員
の
確
保
に
係
る
取
組
を
行
っ
て
い
る
こ

と
が
望
ま
し
い
。
 

ｂ
 
職
員
の
確
保
に
係
る
取
組
に
当
た
っ
て
民
間
職
業
紹
介
事
業

者
を
利
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
医
療
・
介
護
・
保
育
分
野
に

お
け
る
適
正
な
有
料
職
業
紹
介
事
業
者
認
定
制
度
に
よ
る
適
正

認
定
事
業
者
を
含
む
こ
と
。
 

ｃ
 
公
共
職
業
安
定
所
、
無
料
職
業
紹
介
事
業
等
を
活
用
し
て
職

員
の
確
保
に
係
る
取
組
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
、
当

（
新
設
）
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5
 

 

該
事
業
所
が
自
ら
採
用
情
報
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公
表
す
る

等
、
職
員
の
確
保
に
係
る
取
組
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
こ
と

が
望
ま
し
い
。
 

ｄ
 
や
む
を
得
な
い
事
情
が
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
一
時
的
に

職
員
の
確
保
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
り
、
一
部
の
職
員
へ
過
度

な
業
務
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
、
当
該
事
業
所
は
職
員
の
適
正

な
労
働
時
間
管
理
を
行
い
、
体
制
の
整
備
を
図
る
よ
う
努
め
る

こ
と
。
 

③
 
（
略
）
 

③
 
（
略
）
 

(26
) 

療
養
通
所
介
護
費
に
つ
い
て

 

①
～
④
 
（
略
）
 

⑤
 
人
員
基
準
欠
如
に
該
当
す
る
場
合
の
所
定
単
位
数
の
算
定
に
つ
い

て
 

(2
6) 

療
養
通
所
介
護
費
に
つ
い
て
 

①
～
④
 
（
略
）
 

⑤
 
人
員
基
準
欠
如
に
該
当
す
る
場
合
の
所
定
単
位
数
の
算
定
に
つ
い

て
 

イ
 
（
略
）
 

イ
 
（
略
）
 

ロ
 
看
護
職
員
及
び
介
護
職
員
の
配
置
数
に
つ
い
て
は
、
 

ⅰ
）
 
人
員
基
準
上
必
要
と
さ
れ
る
員
数
か
ら
１
割
を
超
え
て
減

少
し
た
場
合
に
は
そ
の
翌
月
か
ら
人
員
基
準
欠
如
が
解
消
さ

れ
る
に
至
っ
た
月
ま
で
、
単
位
ご
と
に
利
用
者
の
全
員
に
つ

い
て
所
定
単
位
数
が
通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
に
規
定
す

る
算
定
方
法
に
従
っ
て
減
算
す
る
。
 

ⅱ
）
 
１
割
の
範
囲
内
で
減
少
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
翌
々
月
か

ら
人
員
基
準
欠
如
が
解
消
さ
れ
る
に
至
っ
た
月
ま
で
、
単
位

ご
と
に
利
用
者
等
の
全
員
に
つ
い
て
所
定
単
位
数
が
通
所
介

護
費
等
の
算
定
方
法
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
従
っ
て
減
算

さ
れ
る
（
た
だ
し
、
翌
月
の
末
日
に
お
い
て
人
員
基
準
を
満
た

す
に
至
っ
て
い
る
場
合
を
除
く
。）
。
 

ロ
 
看
護
職
員
及
び
介
護
職
員
の
配
置
数
に
つ
い
て
は
、
 

ⅰ
）
 
人
員
基
準
上
必
要
と
さ
れ
る
員
数
か
ら
１
割
を
超
え
て
減

少
し
た
場
合
に
は
そ
の
翌
月
か
ら
人
員
基
準
欠
如
が
解
消
さ

れ
る
に
至
っ
た
月
ま
で
、
単
位
ご
と
に
利
用
者
の
全
員
に
つ

い
て
所
定
単
位
数
が
通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
に
規
定
す

る
算
定
方
法
に
従
っ
て
減
算
す
る
。
 

ⅱ
）
 
１
割
の
範
囲
内
で
減
少
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
翌
々
月
か

ら
人
員
基
準
欠
如
が
解
消
さ
れ
る
に
至
っ
た
月
ま
で
、
単
位

ご
と
に
利
用
者
等
の
全
員
に
つ
い
て
所
定
単
位
数
が
通
所
介

護
費
等
の
算
定
方
法
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
従
っ
て
減
算

さ
れ
る
（
た
だ
し
、
翌
月
の
末
日
に
お
い
て
人
員
基
準
を
満
た

す
に
至
っ
て
い
る
場
合
を
除
く
。）
。
 

ⅲ
）
 
突
発
的
で
想
定
が
困
難
な
事
象
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
事

情
が
生
じ
、
人
員
基
準
上
必
要
と
さ
れ
る
員
数
か
ら
１
割
の

範
囲
内
で
減
少
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の

a
か
ら

d
ま
で

の
全
て
に
該
当
す
る
と
き
は
、
ⅱ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
１
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事 務 連 絡  

令和８年５月８日 

 

都道府県 

各 指定都市 介護保険主管部（局） 御中 

中 核 市  

 

厚生労働省老健局高 齢 者 支 援 課  

認知症施策・地域介護推進課 

老 人 保 健 課 

 

 

「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービ

ス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に

要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」

等の一部改正について」の発出に伴うＱ＆Ａ（令和８年５月８日） 

 

平素より、介護保険行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

第 255 回社会保障審議会介護給付費分科会（令和８年３月 30 日）において、

令和８年度診療報酬改定を踏まえた、「協力医療機関連携加算に係る要件変更」

及び「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い」について報告

し、本日「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所

サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支

援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につい

て」等の一部改正について」（令和８年５月８日付け厚生労働省老健局高齢者支

援課長、認知症施策・地域介護推進課長、老人保健課長連名通知）が発出された

ところです。 

つきましては、別添のとおり、「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に

関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）

及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施

上の留意事項について」等の一部改正について」の発出に伴うＱ＆Ａ（令和８年

５月８日）」を送付いたしますので、貴県又は貴市におかれましては、御了知の

上、管下市町村又は事業所等への周知を徹底し、その取扱いに当たっては遺漏な

きよう、よろしくお願い申し上げます。 

  

別添２ 
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2 

 

【居住系サービス・施設系サービス】 

○ 協力医療機関連携加算について 

問１ 協力医療機関連携加算について、｢電子的システムにより当該協力医療機関にお

いて、当該施設の入居者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、年

１回以上開催すること｣とあるが、随時確認できる体制とは具体的にどのような場合

が該当するか。 

（答） 

  例えば、都道府県が構築する地域医療介護総合確保基金の「ＩＣＴを活用した地域医療

ネットワーク基盤の整備」事業を活用した、地域医療情報連携ネットワーク（以下「地連

ＮＷ」という。）に参加し、当該介護保険施設等の医師等が記録した当該介護保険施設等

の入所者の診療情報及び急変時の対応方針等の情報について当該地連ＮＷにアクセスし

て確認可能な場合が該当する。 

この場合、当該介護保険施設等の医師等が、介護保険施設等の入所者の診療情報及び急

変時の対応方針等についてそれぞれの患者について１ヶ月に１回以上記録すること。   

なお、入所者の状況等に変化がない場合は記録を省略しても差し支えないが、その旨を文

書等により介護保険施設等から協力医療機関に、少なくとも月１回の頻度で提供するこ

と。 

 

※ 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和６年３月 29日）問３は一部修

正する。 
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【通所介護、（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）短期入所生活介護、（介護

予防）短期入所療養介護、（介護予防）特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介

護老人保健施設、介護医療院、地域密着型通所介護、（介護予防）認知症対応型通所介護、

（介護予防）小規模多機能型居宅介護、（介護予防）認知症対応型共同生活介護、地域密

着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、看護小規模多機能型居宅

介護】 

 

○ やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い 

問２ 「突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情」とはどのような場合か。 

（答） 

・ 例えば、以下のような場合において、職員が一時的に不足する状況が該当する。 

・ 職員や家族の突発的な体調不良等により１か月を超える不在が見込まれる場合 

・ 職員の自己都合による急な離職等が複数重なった場合 

なお、職員や家族の突発的な体調不良等により１か月を超える不在が見込まれる場合に

おいては、公共職業安定所又は都道府県ナースセンター、福祉人材センター等に求人の申

込みを行うに当たって、職員の短期的な不在を補うためだけでなく、長期的に安定的な人

材確保を図る観点から求人内容を検討すべきであることに留意すること。 

 

 

問３ 「１年に１回に限り、」とあるが、１年はいつから起算するのか。 

（答） 

・ 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員欠如の発生が生じた日

の属する月の翌々月の初日から起算する。 

 

 

問４ 「公共職業安定所又は無料職業紹介事業等を活用して職員の確保に係る取組を行

っている場合においても、当該事業所又は施設が自ら採用情報をウェブサイトで公表

する等、職員の確保に係る取組を積極的に行っていることが望ましい」とあるが、自ら

管理するホームページ等を有しない場合はどのように対応するか。 

（答） 

・ 自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではない。 
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（参考資料）

ic1632
テキスト ボックス
【別紙２－２】



別紙様式11（地域密着型サービス用）

〒

電話番号

E-mail

介護職員 看護職員 医師

　 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士

　 介護支援専門員 薬剤師

年 月

年 月

（注）指定等権者への報告の際は、本様式に加え、報告する時点で有効な求人票の写しを添付すること。

職員の確保に係る取組の状況
（該当するすべてに「✔」を選択すること。）

民間職業紹介事業者の利用

欠員となった職員
（該当するすべての職種に「✔」を選択すること。）

上記を満たさなくなったやむを得ない事情の概要

事業所名

医療・介護・保育分野における適正な有料職業
紹介事業者認定制度による適正認定事業者の利
用

今回の届出より以前に届出を行ったことがある

該当する場合、人員欠如が発生した最初の月
(複数回該当する場合は直近の届出について記
載）

職業安定法（昭和22年法律第141号）第８条に定める公共職業
安定所の活用
職業安定法（昭和22年法律第141号）第33条に定める都道府県
ナースセンター、福祉人材センター等の無料職業紹介事業の
活用

民間職業紹介事業者の利用状況

これまでのやむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出状況

人員欠如の発生月

連絡先

やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書添付書類

２．人員基準欠如の状況

３．職員確保の取組

一部の職員の過度な業務負担とならないよう、職員の適正な労働時間管
理を行い、体制の整備を図っている。

記載者名

事業所住所

１．基本情報

介護保険事業所番号
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【別紙２－３】



 

介 護 保 険 最 新 情 報 

 

 

 

 

 

Vol.1507 

令和８年６月１日 

厚生労働省老健局老人保健課  
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきます 

ようよろしくお願いいたします。 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室）  御 中 

← 厚生労働省 老健局 老人保健課 

今回の内容 
 

令和８年度介護事業実態調査（介護従事者処遇状況等 

調査）へのご協力依頼について 

計５枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111(内線 3960) 
FAX : 03-3595-4010 
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【別紙３】



 

 

事 務 連 絡  

令和８年６月１日 

 

各都道府県介護保険担当主管部（局） 

各市区町村介護保険担当主管部（局） 御中 

 

厚生労働省老健局 老人保健課 

 

令和８年度介護事業実態調査（介護従事者処遇状況等調査）への 

ご協力依頼について 

 

介護保険制度の推進につきましては、日頃より格別のご尽力を賜り厚く御礼

申し上げます。 

今般、厚生労働省では、介護サービス施設・事業所を対象として、「令和８

年度介護事業実態調査（介護従事者処遇状況等調査）」を本年７月に実施する

予定です。 

本調査は、介護従事者の処遇の状況及び処遇改善加算の影響等の評価を行う

とともに、令和９年度介護報酬改定のための基礎資料等として活用される大変

重要なものとなることから、より多くの施設・事業所の皆様の御協力が必要で

す。 

つきましては、本調査の趣旨をご理解いただき、貴団体より所属の施設・事

業所に対し、調査への協力について周知いただくなど特段のご配慮をお願いい

たします。（別紙１） 

なお、法人本部の方にもご協力いただくことで、より円滑かつ正確な回答が

可能となるとのご要望があったことを踏まえ、事前に届出いただいた法人本部

の方に対して、傘下の調査対象施設・事業所分の調査票をまとめて送付する

「一括送付」の仕組みを導入していますので、併せてご周知をお願いいたしま

す。（別紙２） 

 

※令和８年度介護事業実態調査（介護事業経営実態調査）（令和８年３月 17

日発出・介護保険最新情報 Vol.1482参照）で一括送付届出書をご提出いただ

いた法人本部におかれましては、本調査においても当該届出書をそのままご提

出いただけます。なお、記入内容をご確認いただき変更がない場合も、改めて

ご提出いただきますようお願いいたします。 
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➢
調
査
対
象
と
な
っ
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
施
設
・
事
業
所
に
は
、
７
月
下
旬
頃
か
ら
調
査
票
を
お
届
け
し
ま
す
。

※
本
調
査
は
無
作
為
抽
出
調
査
の
た
め
、
8
月
上
旬
ま
で
に
調
査
票
が
届
か
な
い
事
業
所
は
今
回
の
調
査
対
象
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

※
法
人
本
部
（
本
社
等
）
宛
へ
の
一
括
送
付
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
別
紙
２
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
施
設
・
事
業
所
の
皆
さ
ま
へ

別
紙
１

令
和
８
年
度
 介
護
従
事
者
処
遇
状
況
等
調
査

に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

厚
生
労
働
省
で
は
本
年
７
月
に
「
令
和
８
年
度
 
介
護
従
事
者
処
遇
状
況
等
調
査
」
を
実
施
し
ま
す
。

集
計
・
分
析

～
８
月
末
ま
で

調
査
票
回
答
・
提
出

介
護
報
酬
へ
反
映

７
月
下
旬

調
査
票
の
送
付

報
酬
改
定
の
検
討

調
査
票
が
届
い
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
施
設
・
事
業
所
の
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

本
調
査
へ
の
ご
理
解
と
ご
協
力
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

➢
本
調
査
は
、
令
和
９
年
度
介
護
報
酬
改
定
の
た
め
の
基
礎
資
料
等
と
し
て
活
用
さ
れ
る

大
変
重
要
な
統
計
調
査
で
す
。
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※
統
計
法
第
４
１
条
に
よ
り
、
回
答
い
た
だ
い
た
調
査
報
告
の
秘
密
は
厳
守
さ
れ
、
行
政
上
の
経
営
管
理
や
税
務
調
査
の
た
め
の
資
料
と
い
っ
た
、
統
計
の
作
成
以
外
の

目
的
に
使
用
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

介
護
従
事
者
処
遇
状
況
等
調
査
と
は

調
査
票
の
サ
ン
プ
ル
は
こ
ち
ら

【
厚
生
労
働
省
Ｈ
Ｐ
】

ht
tp
s:
//
ww
w.
mh
lw
.g
o.
jp
/c
on
te
nt
/1
23
00
00
0/
00
16
95
73
6.
pd
f

介
護
サ
ー
ビ
ス
施
設
・
事
業
所
の
皆
さ
ま
へ

✓
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

処
遇
改
善
計
画
書
（
令
和
７
年
度
及
び
令
和
８
年
度
）

✓
（
処
遇
改
善
計
画
書
の
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
の
み
）
変
更
に
係
る
届
出
書

✓
令
和
７
年
度
介
護
分
野
の
職
員
の
賃
上
げ
・
職
場
環
境
改
善
支
援
事
業

 計
画
書
・
実
績
報
告
書

✓
令
和
７
年
７
月
及
び
令
和
８
年
７
月
の
利
用
者
数
等
が
分
か
る
資
料

✓
令
和
７
年
７
月
及
び
令
和
８
年
７
月
の
職
員
へ
の
給
与
支
給
を
管
理
し
て
い
る
資
料

（
賃
金
台
帳
な
ど
）

✓
令
和
８
年
７
月
の
職
員
の
勤
務
状
況
が
分
か
る
資
料
（
職
員
名
簿
、
シ
フ
ト
表
な
ど
）

ー
回
答
に
必
要
な
資
料
ー

調
査
に
ご
回
答
い
た
だ
く
に
あ
た
り
、

右
記
の
資
料
を
事
前
に
ご
用
意
い
た
だ
く
と

ス
ム
ー
ズ
に
回
答
い
た
だ
け
ま
す
。

ー
調
査
の
内
容
ー

•
介
護
従
事
者
等
の
給
与
等
の
状
況

•
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
の
届
出
の
状
況

•
令
和
７
年
度
介
護
分
野
の
職
員
の
賃
上
げ
・
職
場
環
境

改
善
支
援
事
業
の
申
請
状
況

•
給
与
等
の
引
き
上
げ
以
外
の
処
遇
改
善
状
況

•
介
護
従
事
者
等
の
給
与
等
の
状
況
（
基
本
給
の
額
、

 
手
当
の
額
、
一
時
金
の
額
等
）

- 23 -



傘
下
の
調
査
対
象
事
業
所
分
の
調
査
票
が
、

法
人
本
部
（
本
社
等
）
に
ま
と
め
て
送
付
さ
れ
ま
す

調
査
開
始
前
に
「
一
括
送
付
」
の
届
出
を
受
付
し
ま
す

「
一
括
送
付
」
と
は
、
事
前
に
届
出
い
た
だ
い
た
法
人
本
部
（
本
社
等
）
宛
に
、
傘
下
の
調
査
対
象
事
業

所
分
の
調
査
票
を
ま
と
め
て
送
付
す
る
仕
組
み
で
す
（
下
図
①
）

②
 通
常
の
調
査
票
送
付
の
場
合
（
一
括
送
付
の
届
出
な
し
）

①
 一
括
送
付
を
届
出
し
た
場
合

→
調
査
票
が
各
調
査
対
象
事
業
所
に
直
接
送
付
さ
れ
ま
す

厚 生 労 働 省 （ 調 査 事 務 局 ）

調
査
対
象
事
業
所

本
社
等

傘 下 事 業 所 Ａ

傘 下 事 業 所 Ｂ

傘 下 事 業 所 Ｃ

傘 下 事 業 所 Ｄ

傘 下 事 業 所 Ｅ

傘
下
事
業
所
が
１
箇
所
の
み
の
場
合
で
も
、

届
出
が
可
能
で
す
。

→
調
査
票
が
法
人
本
部
宛
に
送
付
さ
れ
ま
す

別
紙
２

法
人
本
部
の
皆
さ
ま
へ

※
「
一
括
送
付
」
の
届
出
は
必
須
で
は
な
く
、
任
意
で
す
。

「
一
括
送
付
」
が
不
要
の
場
合
は
、
通
常
の
送
付
方
法
（
上
図
②
）
に
て
調
査
対
象
事
業
所
宛
に
調
査
票
を

送
付
い
た
し
ま
す
の
で
、
届
出
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
「
一
括
送
付
」
の
届
出
は
、
傘
下
に
施
設
・
事
業
所
を
有
す
る
法
人
本
部
（
本
社
等
）
の
み
が
可
能
で
す
。

傘
下
に
属
す
る
各
施
設
・
事
業
所
か
ら
の
届
出
は
受
け
付
け
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

ー
ご
留
意
事
項
ー

- 24 -



法
人
本
部
（
本
社
等
）
の
方
に
も
ご
協
力
い
た
だ
く
こ
と
で
、
よ
り
円
滑
に
回
答
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す

の
で
、
積
極
的
に
ご
活
用
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

法
人
本
部
の
皆
さ
ま
へ

「
一
括
送
付
」
手
続
き
以
降
の
流
れ

・
調
査
事
務
局
よ
り
、
法
人
本
部
ご
担
当
者
様
へ
、
調
査
対
象
と
な
っ
た
事
業
所
を
お
知
ら
せ

い
た
し
ま
す
。

・
 法
人
本
部
宛
（
届
出
書
記
載
の
住
所
）
に
、
調
査
対
象
と
な
っ
た
事
業
所
の
調
査
票
が
ま
と
め
て

送
付
さ
れ
ま
す
。

・
 調
査
票
を
記
入
い
た
だ
き
、
オ
ン
ラ
イ
ン
又
は
郵
送
に
て
ご
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

St
ep
 2
届
出
書
の
記
入
・
提
出

St
ep
 3
調
査
対
象
事
業
所
の
お
知
ら
せ

St
ep
 4
調
査
票
の
受
取

St
ep
 5
調
査
票
の
提
出

６
月
１
９
日
ま
で

７
月
下
旬
頃
～

８
月
２
８
日
ま
で

St
ep
 1
届
出
書
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

※
St
ep
3
と
4は
前
後
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
一
括
送
付
の
届
出
方
法
】

①
下
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
ま
た
は
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
入
力
し
、
届
出
書
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

②
届
出
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
提
出
先
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
宛
ま
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。

【
厚
生
労
働
省
Ｈ
Ｐ

一
括
送
付
の
仕
組
み
の
創
設
に
つ
い
て
】

【
提
出
期
限
】
６
月
１
９
日
（
金
）
ま
で

ht
tp
s:
//
ww
w.
mh
lw
.g
o.
jp
/t
ou
ke
i/
li
st
/7
8
-2
3_
sh
ik
um
i.
ht
ml

【
提
出
先
】

ka
i
go

-s
u
rv
e
y@
m
hl
w
.g
o
.j
p

届
出
書
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
は
こ
ち
ら
か
ら
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介 護 保 険 最 新 情 報 

 

 

 

 

 

Vol.１５１０ 

令和８年６月５日 

厚生労働省 老健局 高齢者支援課 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室） 
各 介 護 保 険 関 係 団 体  御 中 

← 厚生労働省 老健局 高齢者支援課 

 
 

今回の内容 

令和８年度 介護現場の生産性向上に関する 

普及加速化事業一式生産性向上ビギナーセミナー・ 

フォローアップセミナー（講義形式・ワーク形式） 

参加案内・周知のお願い 

計２４枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111（内線 ３８７６） 
FAX : 03-3595-3670 
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テキスト ボックス
【別紙４】

ic1632
テキスト ボックス
抜粋



事 務 連 絡 

令和８年６月５日 

都道府県介護保険担当課（室） 

市町村介護保険担当課（室）  御中 

介 護 保 険 関 係 団 体 

厚生労働省 老健局高齢者支援課 

介護業務効率化・生産性向上推進室 

厚生労働省 令和８年度 介護現場の生産性向上に関する普及加速化事業一式 

生産性向上ビギナーセミナー・フォローアップセミナー（講義形式・ワーク形式） 

参加案内・周知のお願い 

 

厚生労働行政の推進については、平素から格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

既にご承知のとおり、我が国では現役世代の人口が減少し、介護人材の確保が困難になる状

況下において、介護分野の生産性の向上を図ることが喫緊の課題となっております。 

このため、厚生労働省では、これまで介護サービス事業における生産性向上に資するガイド

ラインをはじめとし、関連ツールの策定、自治体を単位とする介護現場革新会議ならびに介護

生産性向上総合相談センター（ワンストップ窓口）の設置の推進、また介護テクノロジーの普

及に向けた支援等を行って参りました。 

こうした取組を継続し介護分野における更なる生産性の向上を図ることを目的に、令和８年

度「介護現場の生産性向上に関する普及加速化事業一式」を株式会社ＮＴＴデータ経営研究所

に委託して実施しています。 

今般、本委託事業の一環として、介護分野における生産性向上の取組の普及啓発を目的とし

て「生産性向上ビギナーセミナー」「生産性向上フォローアップセミナー（講義形式）」「生

産性向上フォローアップセミナー（ワーク形式）」を下記のとおり開催することといたしまし

た。 

都道府県・市区町村におかれましては、本事業の趣旨についてご理解の上、管内の介護事業

所への周知及び受講勧奨をお願いいたします。介護保険関係団体におかれましては、各地方支

部や会員事業所への周知及び受講勧奨についてご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

- 27 -



記 

【各セミナーの位置づけ】 

 

※ 「生産性向上ビギナーセミナー」と「生産性向上フォローアップセミナー（講義形

式）」は、同時にお申込みいただけます。 

【ビギナーセミナー・フォローアップセミナー（講義形式）概要】 

１．日程 

※ いずれも 13:30～15:30（開場：13:00） 

◆ビギナーセミナー（全６回） 

 第１回：令和８年７月１日（水）  

第２回：令和８年７月７日（火） 

 第３回：令和８年７月 15 日（水）  

第４回：令和８年７月 17 日（金） 

 第５回：令和８年７月 27 日（月）  

第６回：令和８年７月 30 日（木） 

◆フォローアップセミナー（講義形式）（全４回） 

 第１回：令和８年８月 21 日（金）  

第２回：令和８年８月 24 日（月） 

 第３回：令和８年９月２日（水）  

第４回：令和８年９月４日（金） 

２．実施方法 オンライン開催（Zoom） 

３．対象者 

 介護事業所等（介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、地域包括

支援センター）の「経営層」及び「従業者」 

 自治体（生産性向上に係る関係部署の方） 

 介護生産性向上総合相談センター、介護テクノロジー相談窓口・関係団体 

 生産性向上に係る伴走支援者、デジタル中核人材養成研修のサブ講師 等 

４．定員 各回上限なし（申込期限がございます。ご注意ください） 

５．費用 無料 
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【フォローアップセミナー（ワーク形式）概要】 

１．日程 

※ いずれも 13:30～15:30（開場：13:00） 

※ 全２回のプログラムを４グループ（Ａ～Ｄ）開催いたします。 

グループＡ：第１回 令和８年８月 18 日（火）／第２回 10 月 20 日（火） 

グループＢ：第１回 令和８年８月 20 日（木）／第２回 10 月 22 日（木） 

グループＣ：第１回 令和８年８月 27 日（木）／第２回 10 月 26 日（月） 

グループＤ：第１回 令和８年９月 １日（火）／第２回 11 月 ９日（月） 

２．実施方法 オンライン開催（Zoom） 

３．対象者 

介護事業所等（介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、地域包括支援

センター）の「経営層」及び「従業者」 

・経営層 １名 

・介護従業者 １名 以上 

※ 「経営層」と「従業者」両者の合同参加を必須としております。 

※ 全２回のプログラムを通じて取組を実施いただくことが必須となります。

また、申込後のキャンセルは不可となります。 

※ ビギナーセミナーの動画受講をしていること、または過去（令和２年度か

ら令和８年度）のビギナーセミナーへ参加していることを必須条件といた

します。 

※ 本セミナーは双方向のワーク形式のため、傍聴参加は受け付けておりませ

ん。傍聴参加を希望される方は「フォローアップセミナー（講義形式）」

へお申込みください。 

４．定員 各回 50 事業所（先着順）（申込期限がございます。ご注意ください） 

５．費用 無料 

● 申込方法や申込期限、プログラム等の詳細は「開催要綱」または HPをご参照ください。    

（HPへのアクセスは、下記の二次元コードを読み取りまたはクリックしてください） 

 

以上 
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はじめの一歩を踏み出そう！

生産性向上
ビギナーセミナー

生産性向上
フォローアップセミナー
(講義形式)

本セミナーについて

参加無料・Web開催

＜メイン講師＞
株式会社TRAPE 
代表取締役/CEO/CWD 

鎌田大啓 氏
大阪大学 医学部保健学科 医学系研究科 
招聘教員（現任）

介護現場の生産性向上、働き方改革、
専門人材育成、Well-Being教育など
を通じて各方面で介護の業界をリード
している。

▶▶ 詳細・申込・問い合わせは公式HPへ

厚生労働省 令和８年度 介護現場の生産性向上に関する普及加速化事業一式　

2026 2026 

セミナー事務局：株式会社NTTデータ経営研究所

人材不足
時代に選

ばれる職
場づくり

目指すの
はご利用

者様と職
員の笑顔

。
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ビギナーセミナー フォローアップセミナー(講義形式)

対象

開催⽇程（全⽇13:30〜15:30、Zoom開催） 開催⽇程（全⽇13:30〜15:30、Web開催）

プログラム プログラム

回 開催日 申込締切

第１回 7⽉1⽇（水） 6⽉24⽇（水）17:00

第２回 7⽉7⽇（火） 6⽉30⽇（火）17:00

第３回 7⽉15⽇（水） 7月 8⽇（水）17:00

第４回 7⽉17⽇（金） 7⽉10⽇（金）17:00

第５回 7月27⽇（⽉） 7月21⽇（火）17:00

第６回 7月30⽇（⽊） 7⽉23⽇（⽊）17:00

回 開催日 申込締切

第１回 8⽉21⽇（金） 8⽉14⽇（金）17:00

第２回 8⽉24⽇（⽉） 8⽉17⽇（⽉）17:00

第３回 9⽉2⽇（水） 8⽉25⽇（火）17:00

第４回 9⽉4⽇（金） 8⽉31⽇（⽉）17:00

第⼀部

 ● ⽣産性向上ガイドラインを活⽤した業務改善の考え方
と取組⼿順の再確認（株式会社TRAPE）

第⼆部

 ● 現場の課題を⾒える化する、ゆるやかな因果関係図づ
くりワークショップ（株式会社NextCareConsulting、株式
会社NTTデータ経営研究所）

第三部

 ● 実⾏計画の作成をはじめよう（株式会社NextCare
Consulting、株式会社NTTデータ経営研究所）

第四部

 ● 全体のまとめ（株式会社TRAPE）

介護事業所等*の「経営層」及び「従業者」　（*介護事業
所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム）　
自治体、介護生産性向上総合相談センター　
関係団体 等

　　※　申込者には後日動画をご案内いたします

対象どなたでもご参加いただけます

※　下記のうち、いずれかの開催回にお申し込みください※　下記のうち、いずれかの開催回にお申し込みください

どなたでもご参加いただけます

介護事業所等*の「経営層」及び「従業者」　（*介護事業
所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム）　
自治体、介護生産性向上総合相談センター　
関係団体 等

　　※　申込者には後日動画をご案内いたします

第⼀部

 ● 介護現場の⽣産性向上における厚⽣労働省の取組等に
ついて（厚⽣労働省）

 ● 介護サービスの⽣産性向上の基本と取組のポイント
〜選ばれる職場づくりと持続可能な介護経営につなげる

業務改善の考え方と実践〜

（株式会社TRAPE）

第三部

 ● 課題の⾒える化、実⾏計画の作成方法の概要
（株式会社NTTデータ経営研究所）

第⼆部

 ● 介護現場の⽣産性向上の取組事業所による発表

ビギナーセミナー/フォローアップセミナー(講義形式) 詳細情報

▶▶ よくある質問（FAQ）はこちら

申込について
資料・開催案内・アーカイブ動画について
開催当日の入室について
キャンセル・振替について
参加者変更・メールアドレス変更について
参加証明について
その他

- 31 -

ic1632
テキスト ボックス
- 31 -



仲間と⼀緒に、実践しよう！

⽣産性向上
フォローアップセミナー
(ワーク形式)

本セミナーについて

参加無料・Web開催

＜メイン講師＞
株式会社TRAPE 
代表取締役/CEO/CWD  

鎌田大啓　氏

＜ワーク講師＞
株式会社NextCareConsulting 
代表取締役社長 

柳沼亮一　氏

株式会社NTTデータ経営研究所

※　本フォローアップセミナー（ワーク形式）は、講師や参加者と双方向にやり取りを行うワーク形式のため、傍聴参加を受け付
けておりません。　傍聴参加希望の方は、別途募集を行っている「フォローアップセミナー（講義形式）」へお申込ください。

▶▶ 詳細・申込・問い合わせは公式HPへ

厚⽣労働省 令和８年度 介護現場の⽣産性向上に関する普及加速化事業⼀式 

20262026

セミナー事務局：株式会社NTTデータ経営研究所

人材不
足時代

に選ば
れる職

場づく
り

目指す
のはご

利用者
様と職

員の笑
顔。
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対象

第１回

第一部

生産性向上ガイドラインを活⽤した業務改善の考え方と取組

⼿順の再確認（株式会社TRAPE）

第⼆部

現場の課題を⾒える化する、ゆるやかな因果関係図づくりワ

ークショップ（株式会社NextCareConsulting、株式会社NTTデ
ータ経営研究所）

第三部

実⾏計画の作成をはじめよう（株式会社NextCareConsulting、
株式会社NTTデータ経営研究所）

第２回

第⼀部

これまでの取組の振り返り（株式会社NextCareConsulting、株式
会社NTTデータ経営研究所）

第⼆部

業務改善の「壁」の乗り越え方（株式会社TRAPE）

第四部

全体のまとめ（株式会社TRAPE）

第三部

実⾏計画の⾒直しと成果の取りまとめ方（株式会社NextCare 
Consulting、株式会社NTTデータ経営研究所）

第四部

全体のまとめ（株式会社TRAPE）

介護事業所等
　　　（介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム）　
　　　「経営層」　１名、「従業者」　１名以上

各回50事業所（先着順）

※　「経営層」と「従業者」両者の合同参加必須

※　下記のうち、いずれかの開催グループにお申し込みください。
※　第１回と第２回の両日の参加が必須。キャンセル不可

開催日程（全⽇13:30〜15:30、WEB開催）

定員

プログラム概要

これから生産性向上の取組を進めていこうとされている介護事業所等の方々を対象に、全2回の実践的なプロ
グラムを通じて、生産性向上の継続的な取組を実施するために必要な推進スキルの習得、課題の特定・解決策
の抽出方法、取組の実施計画作成等を支援するとともに、 地域におけるモデル事業所への育成を図ります。

参加者には、生産性向上の取組を進めるための事後課題を実施いただきます。また、セミナー期間中、事務局による
無料の個別相談を受けることが可能です。
全2回の参加及び課題提出（成果報告書）を完了した受講事業所には、事務局より修了証を発行する予定です。

フォローアップセミナー(ワーク形式) 詳細情報

▶▶ よくある質問（FAQ）はこちら

申込について
資料・開催案内・アーカイブ動画について
開催当日の入室について
キャンセル・振替について
参加者変更・メールアドレス変更について
参加証明について
その他

お申込の注意事項

フォローアップセミナー（ワーク形式）のお申込
にあたっては以下の同意が必要になります。

事後課題の提出・全2回の参加が必須
参加キャンセルは不可（参加メンバーの一部
の欠席・代理参加は可能です）
傍聴参加の申込は不可

- 33 -

ic1632
テキスト ボックス
- 33 -


	03_（別紙１～２）協力依頼（処遇）.pdf
	スライド 0
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3

	R8_ビギナー・フォローアップセミナーチラシ (共通).pdf
	生産性向上 ビギナーセミナー
	生産性向上 フォローアップセミナー (講義形式)
	目指すのはご利用者様と職員の笑顔。
	人材不足時代に選ばれる職場づくり

	2026
	本セミナーについて
	セミナー事務局：株式会社NTTデータ経営研究所

	ビギナーセミナー
	開催日
	申込締切
	第１回
	7月 8日（水）17:00
	第５回
	7月27日（月）
	7月21日（火）17:00
	第６回
	7月30日（木）


	フォローアップセミナー(講義形式)
	開催日
	目指すのはご利用者様と職員の笑顔。
	人材不足時代に選ばれる職場づくり
	対象

	開催日程（全日13:30～15:30、WEB開催）
	定員
	各回50事業所（先着順）
	第１回
	第２回




